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認証評価が開始されてからはや20年。認証評価は7年

以内ごとに受審しなければならないので、既に3回の認証

評価を経験している大学も相当数に上る。

その認証評価の評価方法がどのように変化してきたの

かを最初に確認しておこう。

第1期（2004～2010年）は、何かを重点的に評価する

というより、認証評価機関は大学設置基準の順守状況を中

心に、比較的網羅的な評価を行っていた。既に独自に大学

評価を実施していた大学基準協会の評価を受けた大学以

外の大学にとっては、外部評価を受けるための自己点検評

価報告書をまとめるだけでも大変な作業だっただろう。

第2期（2011～2017年）になると、教育の質への関心

が高くなったことを背景に、シラバスの全科目についての

記載確認、厳格な成績評価、単位の実質化等、設置基準への

適合性の評価がより詳細かつ厳格に行われた。大学院に

ついても、学位論文審査基準の明示、研究指導計画に基づ

く研究指導、学位論文作成指導等が新たに評価の対象と

なった。

第3期（2018～2024年）には、評価の方向性が大きく

変わった。認証評価機関の活動を規定する「細目省令」（学

校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際

して必要な細目を定める省令）に「内部質保証」が加わり、

認証評価機関は「内部質保証」を重点的に評価することと

されたからだ。第2期で厳格化された法令順守事項等は

データとして提出を求めるものの、評価の中心は大学の内

部質保証体制の確立とその機能の有効性の確認へと移行

した。さらに、内部質保証の中心は教育の質保証であり、

学位授与方針、教育課程の編成実施方針、学生の受け入れ

方針を設定し、その方針に従って学修成果が得られている

ことが教育の質の証左であるという、一見すると分かりや

すく論理的な質保証の筋道が出来上がった形だ。

このように認証評価は、設置基準のチェックの厳格化か

ら、大学による自律的な内部質保証の取り組みの評価重視

へと変化していった。

大学は内部質保証重視の評価にどう対応できているの

だろうか。認証評価機関が内部質保証を評価する際に評

価基準に示した共通する基本的な要素は、①内部質保証に

ついての方針が明文化・規定化され、②その方針に基づく

内部質保証体制が確立され、③その体制が有効に機能して

いることである。この要素について、具体的に評価結果を

公表している認証評価機関の評価結果から確認してみよ

う。

表1は、大学基準協会と日本高等教育評価機構の2023

年度の4年制大学の評価結果から内部質保証について指摘

のあった大学の数を表にしたものである。現在、4年制大

学の認証評価機関は5機関ある。先述の認証評価機関以外
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　大学設置基準や設置認可制度と共に、日本の大学教育の公
的な質保証システムを構成する要素である認証評価制度。「国
による事前規制を弾力化しつつ、大学等の教育研究の質の担
保を図るため、設置後の大学等の組織運営や教育研究活動等
の状況を定期的に事後確認する体制を整備する観点から導入
され、評価結果の公表をもって大学等が社会的評価を受ける
こと、また、評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図るこ
とを目的」（文部科学省）に導入された制度であり、評価の範
囲は、教育研究内容だけでなく、学生支援、大学の教職員の
組織のあり方や、財務も含めた大学経営の状況まで幅広い。
　2004 年に開始された認証評価制度だが、その第 4期が
2025年度からスタートしようとしている。第1期では自己
点検・評価の実施、第2期は内部質保証の体制、第3期は内
部質保証の有効性が評価のポイントとされていたが、第4期
における課題とは何なのだろうか。今回本特集では、有識者
より認証評価全体における第3期まで取り組みと課題、そし
て第4期に向けた論点について整理いただくとともに、各認

証評価機関より第4期に向けた変更のポイントについてご寄
稿いただいた。今後における学内の質向上の取り組みを想定
しながら、ぜひご一読いただきたい。
　2022年の文部科学省中央教育審議会大学分科会質保証シ
ステム部会の答申「新たな時代を見据えた質保証システムの
改善・充実について」においては、「認証評価機関が単なる７
年に１度外部評価を実施する機関としてではなく、受審前か
ら受審後、そして次の受審まで、大学の自己改善のプロセス
に伴走し、大学教育と認証評価が一体となって大学全体の質
向上につながっていくようなあり方が望まれる。そのために
は、受審負担の軽減を図りつつ実効性のある制度へと転換し
ていくことが求められている」と記述されている。
　大学においては、毎回の受審のハードルは高いと思われる
が、各大学はこの第4期においても、教育の大学の質をいか
に捉え、独自性を担保しながら「学修者本位の教育」をどの
ように実現し高めていくべきなのかを今一度考える機会とな
ることが望まれているようだ。

【学修者本位の大学教育の実現】
・内部質保証について、自己点検評価結果による改善を評価し公表

する形へと充実
・学修成果の把握・評価や、研究環境整備・支援状況の大学評価基

準への追加
【社会に開かれた質保証の実現】【透明性の向上】
・各認証評価機関の評価結果の一覧性を持った公表の検討
【客観性の確保】
・多様性に配慮しつつ認証評価機関の質保証に資する取組の推進
【先導性・先進性の確保（柔軟性の向上）】
・内部質保証の体制・取組が特に優れた大学への次回評価の弾力的

措置
・法令適合性等について適切な情報公表を行っている大学への法令

適合性等に関する評価項目や評価手法の簡素化などの措置　等
【厳格性の担保】
・不適合の大学の受審期間を短縮化（例：３年）　

認証評価制度  改善・充実の方向性

文部科学省中央教育審議会大学分科会質保証システム部会
「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議まとめ）」概要　より
出典：令和４年３月１８日　質保証システム部会資料
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